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<税関総署より、「中華人民共和国税関が加工貿易貨物についての監督方法」に対しての修正決定（二）>はすでに2010年10月14日、税関総署会議の審議を通過し、現在では公布する。2010年12月5日から実施する。

署長：盛光祖

二〇一〇年十一月一日

税関総署より、「中華人民共和国税関が加工貿易貨物についての監督方法」に対しての修正決定（二）
加工貿易形勢の変化に適応するために、加工貿易業務を規範に合っているように、税関総署から、「中華人民共和国税関が加工貿易貨物についての監督方法」（税関総署令第113号公布し、以下は<方法>と略称する。）について以下通りに修正した。

一、<方法>第七条を「税関からの批准を経ないで、加工貨物の抵当はできない。」と修正した。

二、“加工貿易企業は加工貿易貨物と加工貿易ではない貨物を分かれて管理すべきだ。加工貿易貨物は税関で備案後の場所に預けて、[専門材料を専門的な所におる]を実施する。企業が加工貿易の預ける場所を変更しようと、税関からの批准をもわうべきだ。”を増加し、<方法>の第9条第三アイテムとする。

三、<方法>第二十五条を以下通りに修正した。

　下記情況があった場合、対外発展し加工する貨物の繰り広げを申請する企業は、加工業務対外発展の払うべき税金金額の保証金或いは銀行保証書を税関に提供すべきだ。

（1） 加工業務対外発展が税区を超える場合

（2） 全部の手順を対外発展し加工する場合

（3） 対外発展し加工後の貨物が運び戻しなくて、直接輸出する場合

（4） 申請し外発加工の貨物は、違反しない。だが、経営企業或いは引き受ける企業が密輸し、違法する嫌疑がかかったので、すでに税関に案件捜査として、まだ審決していない場合。

対外し加工する貨物を申請する時、事前に税関に、払うべき税金金額より低くない保証金或いは銀行保証書を提供していた場合、経営企業は本条件に従って税関に保証金或いは銀行保証書を提供する必要はない。

経営企業或いは引き受ける企業の生産経営管理は税関監督要求に符合しない場合、それに申請し外発加工の貨物は違法する場合、税関はその外発加工業務を批准しない。

同時に、,<方法>の第二十五条を第二十四条とチェンジし、<方法>の第二十四条を第二十五条とチェンジした。

四、<方法>の第二十七条を以下通りに修正した。

加工貿易貨物は「専門材料を使って、専門的に使う」を実施する。

加工輸出製品が至急に需要なので、税関の批准をもらい、企業保税料を経営する件の間、保税料件と非保税料件とはチェンジできる。だが、同一の企業、それとともに、同品名、同規格、同数量、私利をむさぼらない規則に制限する。

来料加工保税輸入料件はチェンジできない。

本規定は2010年12月5日から実施する。

「中華人民共和国税関が加工貿易貨物についての監督方法」は本規定に基づいて、適切に修正してから、再び公布する。

中華人民共和国税関が加工貿易貨物についての監督方法

（2004年2月26日税関総署令第113号発布、2008年1月14日に税関総署令第168号公布された<税関総署より、「中華人民共和国税関が加工貿易貨物についての監督方法」に対しての修正決定>と2010年11月1日税関総署令第195号公布された<税関総署より、「中華人民共和国税関が加工貿易貨物についての監督方法」に対しての修正決定（二）>

第1章 総則
第1条、 加工貿易の健康発展を促進し、税関が加工貿易貨物について規範的に管理できるために、「中華人民共和国税関法」及び他の関係法律、行政法規によって、本方法を制定した。

第2条、 本方法は、加工貿易貨物の案件、輸出入の通関、加工、監督、帳消し手続きに適応する。

加工貿易貨物の備案、輸出入の通関、帳消しは紙単証と電子データの形式を採用すべきだ。

第3条、 本方法通りの下記用語の意味。

加工貿易：経営企業が全部または部分の原補佐材料、アクセサ

リ、元部品、包装物材料（以下は料件と略称する）を輸入し、加工或いは組み立てに経て、製品を再び輸出するという経営活動だ。来料加工と材料を輸入し加工することを含む。

――来料加工とは「材料は海外から提供し、経営企業は払わな

くても輸入できる。それに、境界外の企業の要求にしたがって加工或いは組み合わせ、ただ加工費を受ける。関係する製品は境界外の企業よりセールスする。」という活動だ。

――材料を輸入し加工することとは、「経営企業が払ってから材

料を輸入し、その後、輸入した材料を利用して加工する。できた製品は境界外の企業よりセールスする。」という活動だ。

加工貿易貨物とは、加工貿易項目下の輸入料件、加工製品及び

加工過程中で出来た側角料、不良品、副製品などだ。
      加工貿易企業とは、税関に経て登録した経営企業と加工企業。

      経営企業とは、対外加工貿易輸出入契約の署名に責任をとる各種類の輸出入企業と外国商人投資企業と、来料加工経営許可の批准をもらっている対外加工・組み立て企業だ。

      加工企業とは、経営企業の委託を受け、材料輸入件に対して加工・組み立てを実施し、法人資格を持っている生産企業だ。及び、経営企業から設立していて、法人資格を持っていないが、比較的に独立計算を実施し、工商営業証（免許）の処理済み企業だ。

      単位損耗料の量とは、加工貿易企業が正常生産条件の下で、生産単位輸出製品を加工しようと、損耗した輸入材料の数量だ。「単耗」と略称する。

           より一層加工後輸出企業とは、加工貿易企業が保税輸入料件の加工製品を他の加工貿易企業へ移動し、より一歩加工してからもう一度輸出するという経営活動だ。

生産企業とは、経営企業と契約を調印し、経営企業から委託された外発加工業務を引き受ける企業だ。生産企業は必ず税関に登録し、相応する生産能力を持たなければならない。

外発加工とは、経営企業が自分自身の生産特徴と条件の制限に影響し、税関に批准されて、関係する手続きを処理し、生産企業に委託した対外加工貿易の貨物を加工し、規定された期間に加工済みの製品を企業へ運び戻して、再び輸出するという企業だ。

帳消しとは、加工貿易業務の経営企業が再び輸出を経営し、或いは内帳消しなどの手続きを処理してから、規定された単証を税関に出して解除監督を申請する。税関から審査し、属実とともに法律、行政法規と規則などに符合すると確認してら、解除監督手続きを処理するという行為だ。

第4条、 国家からの規定を除いて、加工貿易輸入料件は国家から輸入に制限規定があることに属し、経営企業が税関に輸入免許証を出す必要はいらない。加工貿易輸出製品は国家から輸出に制限規定があることに属し、経営企業が税関に輸出許可証を出す。

第5条、 税関に批准されて、加工貿易項目下での輸入料件に対して保税監督を実施し、加工製品が輸出してから、税関は審査後の実際加工した再び輸出の数量を帳消しする。規定によって輸入する時、先に税金を徴収し、加工製品が輸出してから、税関は審査後の実際加工した再び輸出の数量に従って徴収済みの税金を返した。、

第6条、 税関は国家の規定によると、加工貿易貨物について保証制度を実施する。

第7条、 税関に批准されない場合、加工貿易は抵当できない。

第8条、 税関は監督需要によって、加工貿易企業に審査を行い、企業は協力しなければならない。税関からの審査は企業の正常的な経営活動に影響してはいけない。

第9条、   加工貿易とは「中華人民共和国会計法」及び国家の関係する法律、行政法規、規則などの規定によって、税関監督の要求に符合する帳簿、報告書、及び他の単証を設置し、本企業加工貿易に関わる輸入、保存、譲り、移動、セールス、使用、損耗と輸出などの情況を記録し、合法的に、有効的な証明書を頼りにして計算を行う。

加工貿易企業は規定によって税関に昨年年度企業生産経営活動の年度報告書だどの資料を出すべきだ。

加工貿易企業は加工貿易貨物と加工貿易ではない貨物を区別して管理すべきだ。加工貿易貨物は税関で登録済みの場所において、「専門材料を専門的な所におく」を実施する。企業が加工貿易保存する場所を変え場合、税関からの批准が必要だ。

第2章 加工貿易貨物の登録

   第十条、経営企業は加工企業所在地の主管税関で加工貿易貨物登録手続きを処理する。経営企業と加工企業は同一直属税関の管轄区域に不在なので、税関から異郷加工貿易についての管理規定をもとにして貨物の登録手続きを処理する。

   第十一条、経営企業は加工貿易貨物の登録手続きを処理する時、貿易方式、損耗、輸出入の港口、及び輸入料件と輸出製品の商品名称、商品番号、規格型号、価格と原産地だをありのまま申告すべきだ。
   第十二条、経営企業が加工貿易貨物の登録手続きを処理する時、以下通りの単証を出すべきだ。

(1) 主管部門発行した加工貿易業務の展開に賛成する批准公文書だ。

(2) 経営企業が自分自身加工能力を持っていて、主管部門から発行した「加工貿易加工企業の能力証明書」を提供すべきだ。

(3) 経営企業が生産企業に委託して加工する場合、経営企業と生産企業との委託加工契約、主管部門から発行した加工企業の「加工貿易加工企業の生産能力証明書」を提供すべきだ。

(4) 経営企業が対外に向かってサインした契約

(5) 税関が提供しなければならないと思う他の証明公文書と資料

   第十三条、税関に審査されて、単証揃えて有効だし、本方法第十条から第十二条までの規定に符合する場合、税関は企業の登録申請を受ける五日間以内で登録させて、加工貿易手冊を発行する。

             保証手続きを処理する必要がある場合、経営企業が規定に従って保証手続きを処理後、税関から加工貿易手冊を発行する。

   第十四条、下記情況がある場合、税関から登録さでなく、同時に文書で企業に通知する。

(1) 輸入料件或いは輸出製品が国家らか禁止する輸出入に属する場合。

(2) 加工製品は国家からわが国境界内で加工し生産することが禁止する貨物に属する場合。

(3) 輸入料件は税関から保税監督を実施できない場合。

(4) 経営企業或いは加工企業は、わが国が規定し加工貿易を展開するととは許可しない企業に属する場合。

(5) 経営企業は規定時間内で税関に期限である加工貿易手冊を報告しなく、また税関に登録申請を出す場合。
第十五条、経営企業或いは加工企業は下記の情況がある場合、税関は経営企業から払うべき税金金額に相当する保証金或いは銀行保証書を出してから、登録させる。

(1) 密輸、違法の嫌疑がかかり、すでに税関に案件捜査されて、まだ審決していない場合。
(2) 混乱管理なので、税関から整頓しなきゃと要求され、まだ整頓時間内にある場合。
経営企業或いは加工企業は下記情況があった時、税関はそれがより高い監督リスクが存在すると思う理由がある場合、以前の規定と比較して処理し、文書で企業に通知する。

(1) 工場の作業場と設備を借りる場合

(2) 初めて加工貿易業務を展開する場合

(3) 加工貿易手冊延期の申請は二度或いは二度以上の場合

(4) 加工貿易異郷登録を処理する場合

第十六条、税関から、経営企業が加工貿易貨物の登録手続きを処理する時

提供した単証と事実とは違う場合、以下通りの規定によって処理する。

(1) 貨物はまだ輸入していない場合、税関からその登録を抹消する。

(2) 貨物は輸入している場合、企業は返却申請できるし、税関に払うべき税金金額と相当する保証金或いは銀行保証書を出してから続けて契約を履行することもできる。

   第十七条、加工貿易貨物の登録はすでに処理済みの企業は、税関に加工貿易手冊分冊、後続冊を申請し受け取ることができる。
   第十八条、加工貿易貨物は登録内容が変える時、経営企業は加工貿易有効時間内で変更手続きを処理すべきだ。原審査機構に審査頂く必要がある場合は、原審査機構に審査させるべきだ。

第三章   加工貿易貨物の輸出入、加工
   第十九条、経営企業が加工貿易貨物を輸入する時、境界外或いは税関特殊監督区域、保税倉庫から輸入できるし、より一層加工後輸出方式からも輸入できる。

             経営企業は加工貿易貨物を輸出する時、境界外或いは税関特殊監督区域、輸出監督倉庫から輸出できるし、より一層加工後輸出方式からも輸出できる。

   第二十条、経営企業は加工貿易手冊、加工貿易輸出入貨物専用通関単などの関係する単証を手に持ち、加工貿易貨物の輸出入手続きを処理すべきだ。

   第二十一条、経営企業が加工貿易方式で輸出入している貨物は、税関統計に属する。

   第二十二条、経営企業は主管部門に批准され、より一層加工後輸出業務を展開でき、それに、税関が加工貿易貨物のより一層加工後輸出業務についての管理規定によって関係する手続きを処理する。

   第二十三条、経営企業は税関に批准されて、外発加工業務を展開し、外発加工の関係する管理規定によって処理する。

               経営企業が開発加工業務を展開し、加工貿易貨物を生産企業に売ってはいけない。生産企業も加工貿易貨物を再び他の企業へ移動して加工することはできない。

   第二十四条、下記情況があった場合、外発加工業務の展開を申請する経営企業は、加工貨物を対外し支給する時、納めなければならない税関に相当する保証金或いは銀行保証書を税関に提供すべきだ。
(1) 加工業務対外発展が税区を超える場合
(2) 全部の手順を対外発展し加工する場合
(3) 対外発展し加工後の貨物が運び戻しなくて、直接輸出する場合
(四)  申請し外発加工の貨物は、違反しない。だが、経営企業或いは引き受ける企業が密輸し、違法する嫌疑がかかったので、すでに税関に案件捜査として、まだ審決していない場合。

対外し加工する貨物を申請する時、事前に税関に、払うべき税金金額より低くない保証金或いは銀行保証書を提供していた場合、経営企業は本条件に従って税関に保証金或いは銀行保証書を提供する必要はない。

経営企業或いは引き受ける企業の生産経営管理は税関監督要求に符合しない場合、それに申請し外発加工の貨物は違法する場合、税関はその外発加工業務を批准しない。

   第二十五条、外発加工の製品、残り料件及び生産過程中出来た側角料、不良品、副製品等の加工貿易貨物は、経営企業所在地の主管税関に批准され、本企業へ運びもどしなくてもいい。

   第二十六条、経営企業と生産企業は共同に税関監督を受ける。経営企業は税関の要求によって、発加工貨物の運送、加工、損耗、保存情況を確実に報告すべきだ。

   第二十七条、加工貿易貨物は「専門材料を使って、専門的に使う」を実施する。
加工輸出製品が至急に需要なので、税関の批准をもらい、企業保税料を経営する件の間、保税料件と非保税料件とはチェンジできる。だが、同一の企業、それとともに、同品名、同規格、同数量、私利をむさぼらない規則に制限する。

来料加工保税輸入料件はチェンジできない。

第二十八条、経営企業は加工工芸の需要で、非保税料件を使用しなければならない時、事前に税関に使用する非保税料件の比例、品種、規格、型号、数量を確実に申告しする。税関は帳消しする時、輸出製品の総損耗用量中で審査してから差し引く。

   第二十九条、経営企業輸入料件は質問題、規格型号と契約とは不符合などの原因で、原貨物供給商へ返却しチェンジしなければならない時、直接港口税関で関手続きを処理する。加工後の保税輸入料件はチェンジしてはいけない。

第四章   加工貿易貨物の帳消し
   第三十条、経営企業が規定的な時期に輸入料件を加工し再び輸出する。そ

に、加工貿易手冊項目下での最後の部分製品或いは加工貿易手
冊の期限である日から30日内で税関に申請すし帳消しする。

経営企業が対外サインした契約は都合によって繰り上げて終止された時、契約終止日から30日以内で税関に申告し帳消しする。

   第三十一条、経営企業は帳消しを申告する時、税関に輸入料件、輸出製品、側角料、残り料件、不良品、副製品及び損耗などの情況を確実に報告しなければならない、。それに、加工貿易手冊、加工貿易輸出入貨物の専用通関単及び税関から要求されたほかの単証を税関に提供する。
   第三十二条、審査を経て、単証が揃えて有効的であれば、税関が帳消しの申告を受理する。税関が受理しない場合は、文書で企業に原因を通知し、企業は規定に従ってもう一度申告し帳消しする。

   第三十三条、税関帳消しは紙単証帳消しと電子データ帳消しを使って、必要になる時、工場へ行って審査し、企業は税関に協力すべきだ。
               税関は受理日から30日以内で帳消しを行う。特殊情況によって延長しなければならない場合、直属税関関長或いは授権された下属税関関長に批准されて、30日の延長ができる。

   第三十四条、加工貿易保税輸入料件、或いは製品が都合によって内帳消ししなければならない時、税関は主管部門の批准内帳消しの有効公文書によって、保税輸入料件について法律に税金を徴収するとともに、期限延ばし利息を徴収する。輸入料件は国家が輸入に制限規定があることに属する場合、経営企業は税関に輸入許可証を提供すべきだ。

   第三十五条、経営企業が都合によって、加工貿易輸入料件を返却し出国する時、税関は関係する返却単証によって帳消しを行う。

   税関に批准され、経営企業が加工貿易貨物を放棄する時、税関から輸入貨物の放棄についての管理規定によって処理する。税関は放棄受けの関係する単証によって帳消しを行う。

   第三十六条、経営企業が生産過程中で出来た側角料、残り料件、不良品、副生産品と被害受けの税貨物は、税関が側角料、残り料件、不良品、副生産品と被害受けの税貨物についての管理規定によって処理する。税関は関係する単証によって帳消しを行う。

   第三十七条、経営企業は加工貿易手冊を遺失した時、直ちに税関に報告すべきだ。

               税関は関係規定によって処理してから、遺失した加工貿易手冊に対し帳消しを行う。

   第三十八条、帳消しされてから審理が終了した加工貿易手冊については、税関は経営企業に「帳消しされて審理終了通知書」を発行する。

   第三十九条、経営企業は保証を処理終了した場合、税関は帳消しされて審理終了してから保証を解除する。

   第四十条、  加工貿易貨物の登録と帳消し単証は加工貿易手冊が帳消しされて審理終了した日から3年間保存する。

   第四十一条、加工貿易企業は分立、合弁、破産があった場合、直ちに税関に報告し、通関終了手続きを処理すべきだ。

   加工貿易貨物は人民裁判所或いは関係する法律の執行部門に封印された場合、加工貿易企業は加工貿易貨物が封印された日から５日間以内で税関に報告すべきだ。

   第四十二条、本方法に違反して、密輸行為、税関監督規定に違反する行為、或いは他の税関法律に違反する行為に構成された場合、税関から「中華人民共和国税関行政処罰実施条例」の関係する規定によって処理する。犯罪に構成された行為に対しては、法律によって刑事責任を追究する。

第六章    附則

   第四十三条、保税工場は加工貿易業務を展開する場合、税関が加工貿易保税工場についての管理規定によって処理する。
   第四十四条、輸入材料加工保税グループは加工貿易業務を展開する場合、税関が輸入材料加工保税グループに対しての管理規定によって処理する。

   第四十五条、ネットワークで監督を実施する加工貿易企業は加工貿易業務を展開し、税関から「ネットワークで監督を実施する加工貿易企業」についての管理規定によって処理する。

   第四十六条、加工貿易企業は保税区域、輸出加工区域などの税特殊監督区域以内で加工貿易業務を展開する場合、税関が「保税区域、輸出加工区だどの特殊監督区域」の管理規定によって処理する。

   第四十七条、損耗の申告と審査して確認は、税関が加工貿易損耗についての管理規定によって処理する。

   第四十八条、税関が加工貿易貨物が輸入する時、先に税関を徴収し、後で税金を返却するという管理規定は別途で制定する。

   第四十九条、本方法は税関総署から解釈の責任を負う。

   第五十条、  本方法は２００４年４月１日から実施する。

                                                        事務庁
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